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理
事
業

　
　
　
　
　「
能
代
シ
ス
テ
ム
」

林
業
経
営
の
効
率
化
と
森
林
管
理

の
適
正
化
を
目
指
し
て

　

平
成
31
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
森
林
経
営

管
理
法
に
基
づ
き
、
森
林
経
営
管
理
事
業
が

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
の
目
的
は
、

適
切
な
経
営
や
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森

林
を
林
業
事
業
者
に
集
積
・
集
約
化
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
が
で
き
な
い
森
林
の
経
営
管

理
を
市
が
行
う
こ
と
で
、林
業
経
営
効
率
化
・

森
林
管
理
適
正
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
事
業
を
進
め
る
う
え
で
課
題
と
な
る

の
が
、
森
林
所
有
者
や
境
界
が
不
明
な
森
林

へ
の
対
策
。
市
で
は
、
森
林
所
有
者
の
高
齢

化
や
地
域
の
過
疎
化
を
背
景
に
所
有
者
な
ど

が
不
明
な
森
林
が
多
く
、
こ
の
解
消
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
令
和
３
年
度
か
ら
、
同
課
題
の

解
消
と
、
森
林
の
適
正
な
経
営
管
理
を
推
進

す
る
た
め
、独
自
の
森
林
経
営
管
理
事
業「
能

代
シ
ス
テ
ム
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

市
独
自
の
森
林
経
営
管
理
事
業

「
能
代
シ
ス
テ
ム
」

　
「
能
代
シ
ス
テ
ム
」
は
航
空
レ
ー
ザ
計
測

に
よ
る
Ⅰ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）を
活
用
し
、

森
林
の
所
有
者
、
境
界
、
管
理
状
況
、
収
益

性
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
間
伐
等
の
整
備

が
必
要
な
森
林
に
つ
い
て
は
事
業
者
を
紹
介

す
る
な
ど
、
所
有
者
の
経
営
管
理
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
も
の
で
す
。

　

収
益
性
が
低
く
管
理
が
困
難
な
森
林
に
つ

い
て
は
、
所
有
者
へ
今
後
の
管
理
の
意
向
を

調
査
し
、
要
望
に
応
じ
て
市
が
針
広
混
交
林

な
ど
の
管
理
が
容
易
な
森
林
に
整
備
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

空からの計測も
行っています！

「能代システム」のフロー

航空レーザ計測 森林所有者
配置図作成

森林所有者へ
今後の管理意向を

調査

市が一時借り受け
管理の容易な
森林へ整備

森林所有者が
引き続き管理

森林所有者へ
事業者を紹介

森林管理状況・
境界調査

施業提案書
の提供

林業経営に
適さない森林

林業経営に
適した森林

所有者が
管理を希望

市の
管理を希望

返却

配
置
図


